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目
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告
　
　
　
示
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第
千
六
百
九
号

−

第
千
六
百
十
号
）

○
福
岡
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
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指
導
課
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○
福
岡
県
農
業
経
営
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軽
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援
資
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補
給
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す
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課
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教
育
委
員
会

○
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
及
び
福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る

　

事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

	

（
教
育
庁
総
務
課
）……
…
…
…
十
二

　
　
　
　
正
　
　
　
誤

○
福
岡
県
土
地
改
良
財
産
の
譲
与
及
び
管
理
の
委
託
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

　

一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
六
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
五
号
）
中
正
誤	
……
…
…
…
十
三

　
　
　
　

告
　
　
　
示

　
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
九
号

　

福
岡
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
福
岡
県
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
四
号
中
「
、
又
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
利
子
補
給
の
対
象
と
な
ら
な
い
貸
付
）

第
二
条
の
二　

次
に
掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
融
資
機
関
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
利
子
補
給
の
対
象
と

し
な
い
。

　

一　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条

第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）

　

二　

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
団
体

　

三　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
も
の

　

第
四
条
第
一
項
中
「
融
資
機
関
」
を
「
前
条
の
規
定
に
よ
り
知
事
と
契
約
を
締
結
し
た
融
資
機
関
」

に
改
め
、
「
、
農
業
近
代
化
資
金
の
貸
付
に
つ
い
て
」
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
に
か
か
る
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
中
「
県
は
、
」
の
下
に
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
承
認
を
得
た
」
を
加
え
る

。
　

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

県
は
、
県
の
利
子
補
給
に
係
る
資
金
を
借
り
受
け
た
も
の
が
そ
の
借
入
金
を
目
的
以
外
の
目
的
に

使
用
し
た
と
き
又
は
第
二
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
融
資
機
関
に

対
す
る
利
子
補
給
金
の
交
付
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
又
は
第
三
条
」
を
「
若
し
く
は
第
三
条
」
に
改
め
、
「
違
反
し
た
と
き
」
の
下

に
「
又
は
第
二
条
の
二
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
」
を
、
「
融
資
機
関
に
対
す
る

利
子
補
給
金
」
の
下
に
「
の
交
付
」
を
加
え
、
「
又
は
既
に
」
を
「
、
又
は
既
に
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
農
業
近
代
化
資
金
利
子
補
給
規
程
の
規

定
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日
以
降
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
適
用
し

、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
十
号

　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。
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平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

	

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補
給
規
程
（
平
成
七
年
九
月
福
岡
県
告
示
第

千
六
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
そ
の
交
付
に
関
し
て
は
」
の
下
に
「
、
こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
」
を
加
え

、
「
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
」
を
削
る
。

　

第
二
条
中
「
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
の
貸
付
利
率
に
つ
い
て
（
平
成
十
七
年
四
月
二
十
日
付

け
十
六
経
営
第
八
千
九
百
四
十
八
号
農
林
水
産
省
経
営
局
長
通
知
）
」
を
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
二
の
四

の
⑷
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
を
「
利
子
補
給
契
約
」
に
改
め
、
同
条
中
「
利
子
補
給
に
つ
い
て
の
契
約
」
の
下

に
「
（
以
下
「
利
子
補
給
契
約
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

融
資
機
関
は
、
利
子
補
給
契
約
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
知
事
に
対
し
て
役
員
名
簿
（
様
式
第
一
号

の
二
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

利
子
補
給
契
約
締
結
時
に
、
融
資
機
関
又
は
そ
の
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
知
事
は
利
子
補
給
契
約
を
締
結
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

一　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
六
号
に
規
定
す

る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合

　

二　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合

　

第
五
条
第
一
項
中
「
利
子
補
給
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
を
「
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事

と
利
子
補
給
契
約
を
締
結
し
た
」
に
改
め
、
「
融
資
機
関
は
」
の
下
に
「
、
利
子
補
給
金
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
承
認
申
請
書
提
出
時
に
、
利
子
補
給
に
係
る
支
援
資
金
の
借
受
者
（
以
下
「
借
受
者
」

と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
知
事
は
利
子
補
給
を
承
認
し
な
い
も
の

と
す
る
。

　

一　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
場
合

　

二　

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
場
合

　

三　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合

　

第
六
条
第
一
項
中
「
融
資
機
関
は
」
を
「
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
利
子
補
給
を
承
認

し
た
融
資
機
関
は
」
に
改
め
、
「
と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
に
役
員
名
簿
（
様
式
第
一
号
の
二
）
を
添

え
て
、
」
を
、
「
一
月
中
に
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え

る
。

　
　

た
だ
し
、
融
資
機
関
又
は
そ
の
役
員
が
第
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

知
事
は
利
子
補
給
金
を
交
付
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　

第
八
条
の
見
出
し
中
「
打
切
り
」
を
「
打
ち
切
り
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
、
県
の
利
子
補
給

に
係
る
支
援
資
金
に
つ
い
て
」
を
削
り
、
「
該
当
す
る
場
合
」
を
「
該
当
す
る
事
実
が
判
明
し
、
又
は

認
め
ら
れ
た
場
合
」
に
、
「
に
対
し
、
当
該
借
受
者
へ
の
貸
付
け
に
係
る
利
子
補
給
金
」
を
「
に
対
す

る
利
子
補
給
金
の
交
付
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

借
受
者
又
は
融
資
機
関
若
し
く
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
場
合

　

第
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同

項
第
三
号
中
「
不
実
記
載
が
認
め
ら
れ
た
」
を
「
不
実
の
記
載
が
あ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四

号
と
し
、
同
項
第
二
号
中
「
と
認
め
ら
れ
た
」
を
「
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、

同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

借
受
者
又
は
融
資
機
関
若
し
く
は
そ
の
役
員
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す

る
場
合

　

第
八
条
第
二
項
中
「
規
程
」
を
「
告
示
」
に
改
め
、
「
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金
」
の
下
に

「
の
交
付
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様
式
第
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
利
子
補

給
規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日
以
降
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
支
援
資
金
に
つ
い
て
適

用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
支
援
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　

教
育
委
員
会

　
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
五
号

	

本　
　

庁　
　

	

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
及
び
福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
八
日

	

福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長　
　

杉　

光　
　

誠　
　

　
　
　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
及
び
福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の

専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

（
福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
六
年
四
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
二
第
十
一
項
第
十
八
号
中
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
。
以
下
「
子
ど
も
手
当
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど

も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
「
子
ど
も
手
当

法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法
第
六
条
第
一
項
」
に

改
め
る
。

　

（
福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
立
学
校
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
一
月
福

岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
三
第
二
項
第
十
二
号
中
「
平
成
二
十
二
年
度
等
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同

法
第
六
条
第
一
項
」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
手
当
の
支
給
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
読
み
替
え
ら
れ
る
同
法

第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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